
基本目標 展開方向 実施方策 

１．【暮らし】 

多様な世帯が

住み続けたく

なる住まい・

住環境づくり 

関連するSDGs 

（1）【子育て】 

子育てを支援する住まい・住環境づくり 

①子育て世帯が安心できる住環境の整備 

②三世代同居・近居の促進 

（２）【高齢者等】 

高齢者・障がい者等が安心して暮らせる住まい・

住環境づくり 

①高齢者向け賃貸住宅等の普及促進 

②高齢者・障がい者等の住宅改修費用の助成 

③高齢者への在宅支援 

④高齢者等の住み替えの促進 

⑤高齢者・障がい者の住まいに係る情報発信・

相談体制の充実 

⑥バリアフリーのまちづくりの推進 

（３）【移住・定住】 

移住・定住の促進 

①移住相談の充実による移住支援 

②住宅地の整備・供給促進 

（４）【住宅相談】住宅相談窓口の充実 ①住宅相談窓口の充実・各窓口の連携 

２.【安全安心】 

すべての人が

安全安心に暮

ら せ る 住 ま

い・住環境づ

くり 

関連するSDGs 

（１）【脱炭素社会】 

持続可能で豊かに暮らせる良質な住宅ストック

の形成 

①脱炭素社会の実現に貢献する良質な住宅ス

トックの形成 

②既存住宅ストックの流通・活用の促進 

③マンションの管理の適正化の推進 

（２）【防災】 

災害に強い住まい・住環境づくり 

①耐震診断・改修等の支援 

②災害に強い住環境づくり 

（３）【市営住宅】 

計画的な市営住宅の整備 

①公営住宅等長寿命化計画に基づく市営住宅

整備事業の実施 

②入居者の適正な管理 

３.【活性化】 

地域の活性化

につながる住

まい・住環境

づくり 

関連するSDGs 

（１）【空き家対策】 

空き家対策等の促進 

①空き家・空き地の流動化促進 

②管理不全の空き家等の発生の抑制 

（２）【民間賃貸住宅活用】 

既存民間賃貸住宅を活用した、新たな公的支援制

度の整備 

①住宅セーフティネット制度の推進 

（３）【住環境形成】 

魅力ある住環境づくり 

①花のまちづくりの推進 

②魅力ある住宅地の形成 

③コンパクトなまちづくり 

④市営住宅建替に併せた地域拠点施設の併設 

（４）【産業活性化】 

住宅関連産業の活性化の促進 
①建築技術者の技術力向上 

４．住宅施策の展開 

４－１．住宅施策の体系
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具体的な施策 主な担当部局 

・「子どもの集う場所」の計画的な整備 子ども政策課 

・街区公園の再整備促進 公園緑地課 

・三世代同居・近居に対する市営住宅優先入居の検討 市営住宅課 

・サービス付き高齢者向け住宅等の情報提供 介護福祉課 

・住宅に困窮する高齢者に対する市営住宅優先入居 福祉課、市営住宅課 

・住宅改修費の支援（介護保険サービスの活用） 障がい福祉課、介護福祉課 

・高齢者等緊急通報システムの設置   

介護福祉課 ・高齢者訪問サービス 

・高齢者世帯等の除雪サービス 

・高齢者向けの住み替えセミナーの推進 まちづくり推進課 

・高齢者・障がい者向けの住宅に関する情報発信 障がい福祉課 

介護福祉課 ・高齢者・障がい者の住まいに係る相談体制の充実 

・恵庭市バリアフリー基本構想の推進 まちづくり推進課、管理課、公

園緑地課、土木課、事業調整課

・移住相談の充実による移住支援  

まちづくり推進課 
・移住・定住支援の専用サイトの充実  
・移住希望者に対するPRと相談対応、フェア等の開催 

・「コンパクトなまちづくり」を基本とした既存市街地低利用地の利用促進 

・「公共施設等総合管理計画」に基づく適切な管理・市有地販売及び推進 管財・契約課 

・各住宅相談窓口担当課の連携 まちづくり推進課 

・きたすまいる制度の普及促進 

まちづくり推進課 ・長期優良住宅制度の普及促進 

・住宅性能表示制度の普及促進 

・省エネルギーに資する住宅設備機器の普及促進 
脱炭素推進課 

・高気密・高断熱住宅の普及啓発(ZEHなど) 

・住宅の長寿命化に向けた適切な維持管理の普及促進 

まちづくり推進課 ・既存住宅ストックの活用 ・住宅リフォームに関する情報提供 

・恵庭市マンション管理適正化推進計画の推進

・耐震診断・改修費用の助成・耐震改修促進計画と連携した耐震化の普及 まちづくり推進課 

・ハザードマップによる住民周知・自主防災組織活動への支援 基地・防災課 

・将来に向けた適正な管理戸数の維持 

市営住宅課 
・計画的・効果的な改善・修繕による長期的な活用 

・市営住宅整備におけるユニバーサルデザインの推進 

・既存借上げ型市営住宅制度の見直し 

・柏陽・恵央団地建替事業の推進 市営住宅課、まちづくり整備課

・収入超過者、家賃滞納者等に対する適切な対応 市営住宅課 

・空き家･空き地の円滑な流通･活用による宅地供給促進 生活環境部、まちづくり推進課

・管理不全の空き家等情報の整備と適切な管理に関する情報提供 生活環境課 

・既存民間賃貸住宅を活用した､新たな公的支援住宅制度の検討 （セーフティネッ

ト住宅の登録推進、セーフティネット登録住宅（専用住宅）の家賃低廉化支援、

改修費支援 等） 

保健福祉部、子ども未来部、

まちづくり整備課 

・花のまちづくりプランに基づく、住環境における花のある景観づくりの推進 花と緑・観光課 

・恵庭市景観形成基本計画に沿った景観形成の推進  

まちづくり推進課 

・地区計画等を活用した景観形成の推進  

・宅地開発指導要綱の見直しの検討 

・田園型住宅地の整備 

・3駅を中心としたまちづくり 

・まちなか居住の促進 

・柏陽・恵央団地建替えに併せた地域拠点施設の整備 まちづくり整備課、市営住宅課 

・PPP/PFI 等による効果的・効率的な市営住宅建替事業の展開 まちづくり整備課 

・建築士会等と連携した各種技術講習会等の情報提供 まちづくり推進課

※赤字は新たに追加、見直した項目 
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基本目標２ 【安全安心】すべての人が安全安心に暮らせる住まい・住環境づくり 

●関連するSDGs

（１）【脱炭素社会】持続可能で豊かに暮らせる良質な住宅ストックの形成 

［実施方策］ 

①脱炭素社会の実現に貢献する良質な住宅ストックの形成 

良質な住宅が新設・建替えされることにより、市民が将来に渡り安全安心に暮

らせるよう、住宅性能表示制度等住宅品質の確保に関するパンフレット等を窓口

で配布や市のホームページなどを通じた情報提供に努めてきました。 

北海道のきた住まいる制度では、「きた住まいるサポートシステム」にて、住宅

の状態や改修内容などの情報を登録・保管できるシステムとなっています。 

良質な住宅ストックの形成を目指すため、長期優良住宅制度、住宅性能表示制

度、長寿命化に向けた適切な維持管理等について、窓口や市ホームページにおけ

る制度紹介等の情報発信を進め、質の高い住宅の普及に取り組みます。 

国は、平成24年度に施行された「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基

づき、市街化区域内等における二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物について

「低炭素建築物」の認定を促進しています。本市においてもパンフレット配布や

ホームページ等を通して普及を図り、環境負荷の低減に取り組みます。 

加えて、高気密・高断熱住宅、省エネルギー住宅の更なる普及に向けた検討を

進めます。 

具体的な施策 主な担当部局

・きた住まいる制度の普及促進 

まちづくり推進課 ・長期優良住宅制度の普及促進 

・住宅性能表示制度の普及促進 

・省エネルギーに資する住宅設備機器の普及促進 
脱炭素推進課 

・高気密・高断熱住宅の普及啓発（ZEHなど） 

・住宅の長寿命化に向けた適切な維持管理の普及促進 まちづくり推進課 
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表 4-3 きた住まいる制度の概要 

北海道が定めたルール（省エネ・耐震・耐久など）を守り、「安心で良質な家づくり」ができる

住宅事業者を登録・公開する制度。 

①きた住まいる

メンバーによ

る安心で良質

な家づくり 

・ルール１：省エネ・耐久・耐震といった基本性能の確保 

・ルール２：BIS や BIS-E などの専門技術者による設計・施工 

・ルール３：設計や施工など家づくりに関する記録の保管 

②住宅ラベリングシートにより、住宅性能の「見える化」で安心 

③住宅履歴の保管で、リフォームや住み替えに活用 

参考：きた住まいるパンフレット 

②既存住宅ストックの流通・活用の促進 

既存住宅を良好な状態で維持管理するためにリフォーム※1やリノベーション※2

は欠かせません。リフォーム等の実施に当たっては、業者の選定、リフォーム実

施箇所の検討・妥当性など専門的な知識が必要です。 

住宅リフォーム等の相談窓口の整備を進め、市民の相談内容に沿った情報の充

実を図り、情報提供に取り組みます。 

具体的な施策 主な担当部局

・既存住宅ストックの活用・住宅リフォームに関する情報提

供 
まちづくり推進課 

※１ リフォーム：老朽化した建物を新築の状態に戻すこと 

※２ リノベーション：既存の建物に大規模な改修工事を行い、用途や機能を変更して性能を更新させ付加

価値を与えること 

③マンションの管理の適正化の推進 

建設後相当の期間が経過したマンションにおける建物や設備の老朽化等に対応

するため、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替

え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律」が令和4年度より施行されま

した。 

このことから、同法第三条の二第1項に基づく「マンション管理適正化推進計

画※1」を別途定め、市内のマンションの管理の適正化を推進します。 

具体的な施策 主な担当部局

・恵庭市マンション管理適正化推進計画の推進 まちづくり推進課 

●省エネ性能 

・断熱等性能等級：４以上 

・一次エネルギー消費量等級：４以上 

●耐久性能 

・劣化対策等

級：３以上 

●耐震性能 

・新築住宅／平成 12 年基準以上 

・既存住宅／昭和 56 年基準以上 
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※１ マンション管理適正化推進計画：「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」

（令和三年九月二十八日国土交通省告示第千二百八十六号）に定める、「六 マンション管理適正化

推進計画の策定に関する基本的な事項」により策定するもの 

表 4-4 恵庭市内のマンションの現況 

棟数 戸数 建築時期  築年数 

9棟 439 戸 

1981～1985 年 1棟  30 戸 

1986～1990 年 1棟  30 戸 

1991～1995 年 5棟 307 戸 

1996～2000 年 2棟  72 戸 

40 年以上      1 棟  30 戸 

30 年以上 40年未満 5棟 316 戸 

20 年以上 30年未満 3棟  93 戸 

恵庭市調べ（令和 6年 1 月 31 日 現在） 

（２）【防災】災害に強い住まい・住環境づくり 

［実施方策］ 

①耐震診断・改修等の支援 

令和３年度に見直された「恵庭市耐震改修促進計画」では、住宅の耐震化率の

目標を95％と定めており、耐震化の継続的な取り組みが必要です。 

「恵庭市木造住宅耐震診断・耐震改修補助事業」として耐震診断及び耐震改修

工事に要する費用への助成を行っており、今後もホームページや広報等を通じて

制度の周知、事業の促進を図ります。 

具体的な施策 主な担当部局

・耐震診断・改修費用の助成・耐震改修促進計画と連携した

耐震化の普及 
まちづくり推進課 

出典：恵庭市ホームページ 

図 4-3 耐震診断・耐震改修パンフレット
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